
水道水が安全で良質なことを確認しています。　■問合せ 本城浄水場☎（22）8815
（平成22年度測定数値）（平成22年度測定数値）

検査結果についてお知らせします。検査結果についてお知らせします。

項 目 名 単 位 水 質
基 準 値 犬 吠 埼

（ 本 城 系 ）
浄 水
（本城浄水場内）

猿 田 町
（企業団系）

高 田 川
（白石取水場）

原 水水 道 水
黒 部 川
（新宿取水場）
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トリクロロ酢酸 ㎎/ℓ   0.2㎎/ℓ以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 ― ―

ブロモジクロロメタン ㎎/ℓ  0.03㎎/ℓ以下 0.005  0.009  0.008  ― ―

ブロモホルム ㎎/ℓ  0.09㎎/ℓ以下 0.007  0.007  0.002  ― ―

ホルムアルデヒド ㎎/ℓ  0.08㎎/ℓ以下 0.003  0.003  0.002未満 ― ―

亜鉛及びその化合物 ㎎/ℓ   1.0㎎/ℓ以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.010  0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/ℓ   0.2㎎/ℓ以下 0.06  0.06  0.02未満 1.52  0.36 

鉄及びその化合物 ㎎/ℓ   0.3㎎/ℓ以下 0.03未満 0.03未満 0.03未満 1.68  0.53 

銅及びその化合物 ㎎/ℓ   1.0㎎/ℓ以下 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/ℓ  200㎎/ℓ以下 25.4  25.7  26.4  28.1  27.6 

マンガン及びその化合物 ㎎/ℓ 0.05㎎/ℓ以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.151  0.084 

塩化物イオン ㎎/ℓ  200㎎/ℓ以下 44.3  46.0  48.1  37.3  41.1 

ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ㎎/ℓ  300㎎/ℓ以下 77  79  81  143  76 

蒸発残留物 ㎎/ℓ  500㎎/ℓ以下 221  223  236  335  221 

陰イオン界面活性剤 ㎎/ℓ  0.2㎎/ℓ以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/ℓ 0.00001㎎/ℓ以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000003  0.000003 

２－メチルイソボルネオール ㎎/ℓ 0.00001㎎/ℓ以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000002  0.000003 

非イオン界面活性剤 ㎎/ℓ   0.02㎎/ℓ以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノ－ル類 ㎎/ℓ 0.005㎎/ℓ以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物「全有機炭素（TOC）の量」 ㎎/ℓ      3㎎/ℓ以下 1.1  1.1  0.7  3.6  3.5 

ｐＨ値 ― 5.8以上8.6以下 7.4  7.5  7.4  7.7  8.2 

味 ― 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし ― ―

臭気 ― 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 藻臭 藻臭

色度 度 5度以下 1.0未満 1.0未満 1.0未満 10.5  10.1 

濁度 度 2度以下 0.1未満 0.1未満 0.10  10.3  14.4 

残留塩素 ㎎/ℓ 0.１㎎/ℓ以上 0.9 0.4 0.4 ― ―
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注１ 表中の「○○未満」表示は定量限界値のためです。
注2 １の一般細菌の単位、CFUは集落数です。
注3 ５１の残留塩素は水質基準ではありませんが、水道法施行規則で衛生上必要な措置として定められています。  

水道メーターの検針にご協力を！水道メーターの検針にご協力を！

■メーターボックスの上に車を止めたり、物を置
かないで下さい。
■犬は出入り口やメーターから離れた場所につ
ないで下さい。
一般のご家庭には2か月に１度、事業所などに

は毎月、検針員が水道メーターの検針に伺ってい
ます。ご協力をお願いします。

有効期限を迎える
水道メーターを交換します。

有効期限を迎える
水道メーターを交換します。

水道課では、計量法により定められた有効期
限が満了を迎える水道メーターを毎年交換して
います。
交換作業は、水道課が委託した銚子管工事協
同組合加盟の指定給水装置工事事業者が、対
象となるご家庭に直接伺い実施します。
交換作業の料金は無料です。

（6）銚　子　の　水　道


